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  ○北海道後期高齢者医療広域連合事務分掌規則 

 

制  定 平成19年３月１日規則第３号  

最近改正 令和４年３月24日規則第３号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、別に定めるもののほか、広域連合の事務の適正かつ能率的な運営を図るため、

広域連合長及び会計管理者の権限に属する事務を分掌させるための組織及びその分掌する事務に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 事務局に次の班を置き、その分掌する事務は、別表第１のとおりとする。 

 (１) 総務班 

 (２) 業務班 

２ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第１７１条第５項の

規定に基づき、会計管理者の事務を処理するため、会計班を置き、その分掌する事務は、別表第

２のとおりとする。 

 （職員） 

第３条 事務局に事務局長及び事務局次長を、班に班長及び班員を置く。 

２ 班に、担当班長、主査その他必要な職員を置くことができる。 

３ 会計班長は、会計管理者をもってこれに充てるものとする。 

 （職務） 

第４条 事務局長は、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。 

２ 事務局次長は、上司の命を受けて、その所管し、又は分担する事務を掌理し、所属職員を指揮監

督する。 

３ 班長は、上司の命を受けて、班の分掌事務（担当班長が分担する事務を除く。）を掌理し、その

事務に従事する班員を指導する。 

４ 担当班長は、上司の命を受けて、事務局長の定める当該担当班長が分担する事務を掌理し、その

事務に従事する班員を指導する。 

５ 主査は、上司の命を受けて、事務局長の定める当該主査が分担する事務に従事し、班長又は担当

班長を補佐する。 

６ 班に置かれる職員（班長、担当班長及び主査を除く。）は、上司の命を受けて、事務に従事する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平 20．４．１規則５） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平 21．４．１規則１） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平 30．３. 27規則２） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平 30．３. 27規則３） 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

   附 則（平31．３．28規則２） 

 この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

   附 則（令２．２．25規則２） 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 （北海道後期高齢者医療広域連合の会計管理者を定める規則の廃止） 

２ 北海道後期高齢者医療広域連合の会計管理者を定める規則（平成１９年北海道後期高齢者医療広

域連合規則第７号）は、廃止する。 

 （北海道後期高齢者医療広域連合の会計管理者の補助組織に関する規則の廃止） 
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３ 北海道後期高齢者医療広域連合の会計管理者の補助組織に関する規則（平成１９年北海道後期高

齢者医療広域連合規則第８号）は、廃止する。 

   附 則（令３．３．17規則３） 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令４．３．24規則３） 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表第１（第２条関係） 

班 分掌事務 

  総務班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 事務局所管事務の運営管理に係る総括・調整に関すること。 

(2) 組織及び職員の定数に関すること。 

(3) 職員の人事、服務、給与及び研修に関すること。 

(4) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 

(5) 公務災害及び労働安全衛生に関すること。 

(6) 公告式に関すること。 

(7) 議会の招集に関すること。 

(8) 議会との連絡調整に関すること。 

(9) 議会提出議案に関すること。 

(10) 規約及び令達文書に関すること。 

(11) 例規の審査及び例規集の整備に関すること。 

(12) 法令の運用解釈に関すること。 

(13) 文書管理事務の総括に関すること。 

(14) 到達文書の処理及び文書の発送に関すること。 

(15) 公印の管理に関すること。 

(16) 審査請求及び訴訟に係る事務の総括調整に関すること。 

(17) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。 

(18) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 

(19) 広域連合長及び副広域連合長との連絡調整に関すること。 

(20) 渉外に関すること。 

(21) 運営協議会に関すること。 

(22) 契約に関すること。 

(23) 物品の納入に関すること。 

(24) 事務所の管理に関すること。 

(25) 儀式、褒章及び表彰に関すること。 

(26) 電算システムの管理、開発及び調整に関すること。 

(27) 前号に掲げるもののほか、電算システムに関すること。 

(28) 情報セキュリティポリシーに関すること。 

(29) 予算の編成に関すること。 

(30) 予算の配当、予算費目の流用及び予備費の充用に関すること。 

(31) 予算の執行の取りまとめに関すること。 

(32) 資金計画に関すること。 

(33) 市町村負担金（保険料等負担金を除く。）に関すること。 

(34) 補助金等（医療費適正化事業関係を除く。）に関すること。 

(35) 一時借入金に関すること。 

(36) 基金に関すること。 

(37) 財政状況の公表に関すること。 

(38) 決算の報告に関すること。 

(39) 前各号に掲げるもののほか、財政に関すること。 

(40) 広報・広聴に関すること。 

(41) 広域計画に関すること。 

(42) 基本施策の調査及び計画に関すること。 

(43) 事業状況報告に関すること。 

(44) 統計に関すること。 

(45) 市町村との連絡調整（業務班の主管に係るものを除く。）に関すること。 

(46) 国民健康保険団体連合会その他諸団体との連絡調整（業務班の主管に係るもの

を除く。）に関すること。 



- 4 - 

 

(47) 総務班の経理に関すること。 

(48) 前各号に掲げるもののほか、業務班の主管に属しないこと。 

業務班 (1) 被保険者の資格得喪に関すること。 

(2) 被保険者証の発行、更新及び回収に関すること。 

(3) 資格証明書の発行に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、資格の管理に関すること。 

(5) 保険料の決定及び賦課に関すること。 

(6) 保険料の減免に関すること。 

(7) 市町村負担金（保険料等負担金に限る。）に関すること。 

(8) 市町村の保険料収納対策の支援に関すること。 

(9) 療養費、高額療養費、高額介護合算療養費及び葬祭費の審査及び支給に関するこ

と。 

(10) 診療報酬の審査・支払に関すること。 

(11) 診療報酬明細書の点検調査及び管理に関すること。 

(12) 一部負担金の減免に関すること。 

(13) 医療費通知に関すること。 

(14) 給付制限に関すること。 

(15) 前各号に掲げるもののほか、医療給付に関すること。 

(16) 負担割合相違、資格喪失後受診、診療報酬、労災認定、第三者行為等の求償事

務に関すること。 

(17) その他給付に係る債権管理に関すること。 

(18) 保健事業に関すること。 

(19) 業務班の運営管理に係る総括及び調整に関すること。 

(20) 市町村との連絡調整（業務班の主管に係るものに限る。）に関すること。 

(21) 国民健康保険団体連合会その他諸団体との連絡調整（業務班の主管に係るもの

に限る。）に関すること。 

(22) 業務班の経理に関すること。 
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別表第２（第２条関係） 

班 分掌事務 

会計班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 決算の調製及び例月検査に関すること。 

(2) 現金及び財産の記録及び管理に関すること。 

(3) 現金（基金に属する現金を含む。）の出納及び保管に関すること。 

(4) 支出負担行為の確認に関すること。 

(5) 支出命令の審査及び支払資料の照査に関すること。 

(6) 収入調定の審査に関すること。 

(7) 有価証券（基金に基づくもの及び担保物を含む。）の出納及び保管に関するこ

と。 

(8) 公印の管守に関すること。 

(9) 財務会計システムの管理に関すること。 

(10) 指定金融機関等に関すること。 

(11) 会計班の経理に関すること。 

(12) 物品の出納管理に関すること。 

(13) 前各号に掲げるもののほか、会計に関すること。 

 

 


